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【評価視点】行っている。 

【評価算式】①５９（実施事業数）÷４５（計画事業数）＝１．３１１ 

 ②５９（実施事業数）－４５（計画業務数）＝＋１４ 

事業名 事業数 

緑化推進講座（蓮の植え方２回、秋の寄せ植え３回の計５回） ５ 

デジカメ講座 １ 

古代蓮の里友の会活動事業（展示２回） ２ 

観光・総合学習施設の資料展示事業（古代蓮会館） １ 

観光・総合学習施設の管理運営及び貸与事業 

（古代蓮会館、園内、駐車場、（BBQ 場は閉鎖）） 
３ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ記念 １ 

蓮の花コンサート（２回） ２ 

お客様感謝デー １ 

埼玉県民の日彩り感謝デー １ 

プレミアムイベント １ 

蓮シャワーづくり体験（５回）※ ５ 

水攻め祭り＆縁日（２回）※ ２ 

メッセージイルミネーション（２回） ２ 

迎春企画 １ 

紙粘土細工講座（２回） ２ 

四季を通じて楽しめる公園づくり（ロウバイまつり、梅まつり、桜まつり） ３ 

スポーツ大会後援※ １ 

青梅狩り体験 １ 

甲冑隊出陣観光案内 １ 

吉野光油絵展※ １ 

フラワーアート １ 

LED アート １ 

蓮を使ったアクセサリー教室（２回） ２ 

【評価視点】１－（１）－① 

自主事業計画（提案事業）に記載された事業を行

っているか？ 

【評価算式】 

①実施事業数÷計画業務数 

②実施事業数－計画業務数 

【算式資料収集方法】 

・実施事業数は指定管理者（以下「○指」とする。）からの報告を基にする（業務内容も確認する） 

・計画業務数は業務計画書を基にする 

【点数化】 

５点：「4点」における計画業務に上乗せする事業数が 3 事業以上であるとき 

４点：当初予算の指定管理料内であり、市の承認を受けた上で、計画業務に上乗せして事業を実施したと

き（「3点」の結果を満たすこと） 

３点：算式①結果が「1」、かつ、②結果が「0」のとき 

２点：算式①結果が「0.9 以上 1未満」、又は、②結果が「△2」のとき。 

あるいは、「3点」の結果を満たすが、市に連絡なく計画業務を変更したとき。 

１点：「2点」の結果に満たないとき 
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古代蓮会館企画展ⅠⅡⅢ ３ 

行田市美協展 １ 

プロジェクションマッピング １ 

古代蓮の里キャンペーン(ＧＷ、サマー、クリスマスの３回) ３ 

古代蓮の里商品開発事業（果托の加工 蓮の実アクセサリーの２種） ２ 

古代蓮会館キャラクター「つぼみちゃん」ぬり絵 １ 

古代蓮の里ＰＲ活動事業 

（ポスターチラシの配布、ＪＴＢ時刻表やるるぶ旅行読売への広告掲載※、    

ＨＰ閲覧者対象割引クーポン発行※、JAF 割引ほか※、駐車場有料利用者割引サ

ービス※、さいほくネットワーク（行田羽生加須の観光施設）相互割引、ＳＮＳ

を利用したライブ配信※ 計７項目） 

７ 

合計 ５９ 

   ※は、計画業務に上乗せして実施した事業 

 

【評価視点】１－（１）－② 

自主事業計画の事業目的を達成したか？ 

【評価算式】 

実施事業目的達成数－実施事業目的数（業務計画書

記載事業） 

【算式資料収集方法】 

・実施事業目的達成数は○指からの報告を基にする 

・実施事業目的数は業務計画書及び○指からの報告を基にする 

＊○指からの報告を受ける目的及び目的達成についてはできる限る数値化させる。また、考え方の一つとし

て、前年と同じ目的の事業については、前年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：「3点」の結果を満たし、かつ、実施事業目的達成の度合いが 2事業以上の特筆すべきものがあると

き 

４点：「3点」の結果を満たし、かつ、実施事業目的達成の度合いが１事業でも特筆すべきものがあるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「△１及び△2」のとき 

１点：「2点」の結果に満たないとき 

【評価視点】達成した。 

【評価算式】 ５４（実施事業目的達成数）－４５（実施事業目的数）＝１４ 

特筆すべきもの 

１．吉野光油絵展については、既存の事業との調整を図り、会場確保の上実施したもの。 

２．フラワーアートについて、財団全体で一致団結して実施したもの。 

３．ひかりの未来館については、高度な技術を要するプロジェクションマッピングを実施したもの。 
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【評価視点】１－（１）－③ 

自主事業計画の事業の参加人数は？ 

【評価算式】 

各事業計画の目標参加人数－各事業の参加人数 

【算式資料収集方法】 

・各事業の参加人数は○指からの報告を基にする 

・各事業計画の目標参加人数は業務計画書及び○指からの報告を基にする 

＊○指からの報告を受ける目標参加人数についてはできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、

前年と同じ目的の事業については、前年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：各事業の参加人数が、それぞれ目標の参加人数の 1.2 倍以上のとき 

４点：各事業の参加人数が、それぞれ目標の参加人数を上回るとき 

３点：1 つの事業の参加人数が目標の参加人数に達しないが、全ての事業の合計人数では目標を上回ると

き 

２点：複数の事業の参加人数が目標の参加人数に達しないが、全ての事業の合計人数では目標を上回ると

き 

１点：複数の事業の参加人数が目標の参加人数に達せず、また、全ての事業の合計人数でも目標を下回る

とき 

 

【評価視点】参加人数 27,862 人 

【評価算式】合計目標 12,210 人－参加人数 27,862 人＝△15,652 人 

 

事業名 目標（人） 実績（人） 

緑化推進講座（5講座） 65 50 

デジカメＱ＆Ａ講座 15 17 

古代蓮会館グランドオープン記念事業 300 393 

古代蓮会館蓮の花コンサート 500 498 

古代蓮の里お客様感謝デー 500 713 

古代蓮会館埼玉県民の日彩り感謝デー 300 286 

古代蓮の里プレミアムイベント 5,000 3,379 

古代蓮の里子どもテーマパーク 100 180 

届けたい！この想い～メッセージイルミネーション～ 300 589 

古代蓮会館迎春企画 200 98 

紙粘土細工講座 80 40 

蓮の実を使ったアクセサリー作り体験 50 18 

四季を通じて楽しめる公園づくり（ロウバイ/梅/桜まつり） 600 523 

吉野光油絵展 

1,200 

9,277 

スポーツ大会の後援 385 

青梅狩り体験 58 

甲冑隊出陣（観光案内） 650 

フラワーアート/ＬＥＤアート 3,000 10,708 

合 計 12,180 27,862 
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《参考》目標参加人数が設定されていない事業 

事業名 実績（人） 

古代蓮の里友の会活動事業（会員数） 27 

シャトルバスを活用した行田市全体の観光客誘致作戦 

（代替事業無料送迎バス運行）※利用者 
1,579 

古代蓮会館企画展Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 期間中入館者 33,374 

行田市美術家協会会員作品展 期間中入館者 20,490 

ひかりの未来館プロジェクションマッピング 1,032 

古代蓮の里キャンペーン（GW、サマー、クリスマス）参加者 376 

古代蓮会館キャラクター「つぼみちゃん」ぬり絵 96 

古代蓮の里ＰＲ活動（HP割引クーポン） 938 

古代蓮の里ＰＲ活動（JAF 割引） 18,643 

古代蓮の里ＰＲ活動有料駐車場利用者割引 18,394 

合 計 94,949 

 

【評価視点】１－（１）－④ 

サービスを向上させるための方策は達成している

か？ 

【評価算式】 

サービスを向上させるための方策の達成÷サービス

を向上させるための方策 

【算式資料収集方法】 

・方策の達成は○指からの報告を基にする 

・方策は業務計画書及び○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「1」で、各方策において、前年度より特筆すべきサービス向上がみられたとき 

４点：算式結果が「1」で、各方策全てが前年度よりサービス向上したとき 

３点：算式結果が「1」のとき 

２点：算式結果が「1未満」でも、前年度よりサービス向上したとき 

１点：算式結果が「1未満」で、前年度よりサービス低下したとき 

 

【評価視点】達成している。 

【評価算式】５（達成数）÷５（方策数）＝１ 

①施設の開館時間、休館日の設定変更 

  ・蓮の開花期 6/19(土)～8/1(日)（無休、古代蓮会館及び売店営業 7:00～、うどん店営業 9:00～） 

  ・小中学校夏休み期間 8/2(月)～8/31(火)無休（古代蓮会館、売店、うどん店） 

  ・プレミアムイベント期間（11/27(土)～12/25(土) 古代蓮会館営業～20:30） 

  ・迎春企画（1/1  6:00～9:00 古代蓮会館営業） 

  ・イルミネーション点灯最終日（1/4 9:00～16:30 古代蓮会館営業） 

 

②利用料金の設定 

  ・HP 割引クーポン券発行 ・JAF（日本自動車連盟）と連携した入館料割引 

・開花期の有料駐車場利用者に対する割引（市民駐車券利用者にも同様の割引を適用させた） 

・近隣施設（さいたま水族館、キヤッセ羽生、加須未来館）ネットワーク相互割引 

  ・埴輪づくり体験割引 ・こどもの日小人無料・県民の日彩り感謝デー割引（小人無料） 
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③飲食の提供 

  ・売店：飲食物の販売（通年）、オリジナルグッズ販売（通年）、露店出店（開花期） 

  ・うどん店（通年）：うどんの販売 

 

④観光情報の提供 

  ・臨時観光案内所の開設 

  ・市商工観光課、おもてなし観光局、各観光ボランティアと連携 

・HP、ツイッター、インスタグラムにより開花情報や最新情報（イベント案内など）を随時更新 

・マスメディアを活用した情報発信 

・県内施設や機関との PR連携 

・情報誌等に広告掲載（るるぶ埼玉、JAF メイト、JTB 時刻表、旅行読売など） 

 

⑤快適な環境づくり（利用者サービス） 

・貸出用車イス設置（通年） 

・オムツ替え、授乳場所の提供（通年） 

・館内に観葉植物を設置し、緑を絶やさず清潔で快適な空間を提供（通年） 

  ・接客応対マニュアルの作成、スタッフミーティングや研修の開催 

・園内の植栽管理（蓮、水生植物、牡丹、紫陽花、ロウバイ、梅、桜、花壇植替え、フラワーアート） 

・営業時間拡大（蓮の開花期、プレミアムイベント期間） 

  ・クリスマス企画（12 月）、迎春企画（1月 1日）等イベントの実施 

・蓮をモチーフとした粘土細工や折り紙を館内各所に配置し、蓮の魅力を醸成した。 

・BGM サービス（古代蓮会館、古代蓮の里園内） 

・インバウンド表示（案内板に英語、中国語、韓国語表記） 

 

【評価視点】１－（１）－⑤ 

利用者等のニーズ把握を行っているか？ 

【評価算式】 

①ニーズ把握調査回数 

②ニーズ把握数 

【算式資料収集方法】 

・ニーズ把握調査回数及び把握数は○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：「4点」の結果を満たし、かつ、ニーズ把握方法が、アンケート実施、手紙・メールを利用するとと

もに、障害者等へのニーズ把握配慮など、把握方法においても、特筆すべきものがあるとき 

４点：算式①結果が「4回以上」、かつ、②結果が「30個以上」のとき 

３点：算式①結果が「4回以上」、又は、②結果が「30個以上」のとき 

２点：算式①結果が「2回、又は、3回」、又は、②結果が「10 個以上 30個未満」のとき 

１点：「2点」の結果に満たないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】 

①ニーズ把握調査回数 317 回（開館日数） 

各施設に意見箱を設置し、お客様の声として意見や感想など調査している。 

※直接または電話、E メールにて受けた意見を記録し、迅速な対応をしている。 

②ニーズ把握数 228（意見箱）うち要望等 47 

（内訳） 
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会館に関すること：33件、田んぼアートに関すること：4件、園内に関すること：3 件 

利用料金に関すること：1件、うどん店に関すること：１件、駐車場に関すること：2件 

イベントに関すること：3件 

 

【評価視点】１－（１）－⑥ 

把握した利用者等のニーズの実現を図ったか？ 

【評価算式】 

ニーズ実現数÷ニーズ実現可能数 

【算式資料収集方法】 

・ニーズ実現数は○指からの報告を基にする 

・ニーズ実現可能数は、○指から報告を受けたニーズ把握数を基に、所管課により、実現可能なニーズを抽

出する（ニーズとウォンツの振り分け） 

【点数化】 

５点：算式結果が「1」、かつ、当該ニーズ提出者のみならず、全ての利用者等に対し、サービス向上に寄

与するとき 

４点：算式結果が「1」のとき 

３点：算式結果が「0.8 以上 1未満」のとき 

２点：算式結果が「0.4 以上 0.8 未満」のとき 

１点：「2点」に満たないとき 

 

【評価視点】行っている。【評価算式】 ５（実現数）÷５（実現可能数）＝１ 

①展示室内で触れるという行為は良くない（会館）→蓮の文化誌コーナー手前にも消毒スタンドを設置 

②エレベーター内ＢＧＭがうるさい（会館）→エレベーター点検時に依頼して音量調節を行った 

③展示している地図に間違いがある（会館）→国道 125 号線を県道 128 号線へ書き換え（テプラ対応） 

④展望室反射防止のレフ板が破損している（会館）→新品購入で対応 

⑤シアター上映時間の記載を希望（会館）→シールにて対応 

 

【評価視点】１－（２）－① 

利用者や地域との連携・協働を行っているか？ 

【評価算式】 

連携・協働事業回数の合計 

【算式資料収集方法】 

連携・協働事業回数は○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：「4点」の結果を満たし、かつ、連携等が広がりを見せていることが顕著なとき 

４点：算式結果が「４回以上」、かつ、利用者や地域との連携等が継続しているとき 

３点：算式結果が「3回」のとき 

２点：算式結果が「2回」のとき 

１点：「2点」に満たないとき 

【評価視点】行っている。 【評価算式】連携・協働事業回数の合計 ２１回 

・うどん店の業務の一部を地元の団体に委託 通年（１回） 

・売店事業において、約 100 軒の市内業者の登録があり、地元で採れた農産物や市内の名産品の販売を 

行っている。 通年（１回） 

・おもてなし観光局による団体型旅行促進事業における利用証明書の発行 通年（１回） 

・地域で活動しているアーティストによるコンサートを１２月に開催（７回） 

・友の会による作品展示 ６月及び２月（２回） 

・美術家協会による作品展示 ８月９月及び３月（４回） 

・花壇の植え替えにて地元花卉園芸組合から花苗の購入と植え付け協力 ４月、９月、１２月（３回） 
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・フラワーアート事業にて地元花卉園芸組合から花苗の購入 １１月（１回） 

・地元高校２年生による社会学習への協力 ２月（１回）※新規 

※例年中学生職場体験学習を受け入れていたが、学校からの指示によりを中止した。 

 

【評価視点】１－（３）－① 

未解決の苦情等があり、解決の目途がついているの

か？ 

【評価算式】 

未解決苦情等数 

【算式資料収集方法】 

・未解決苦情等数は○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」、かつ、全ての苦情について円満な解決が図られ、かつ、特筆すべき方法により、

自ら積極的に苦情等を発信しない人々へのアプローチも行っているとき 

４点：算式結果が「0」、かつ、全ての苦情について円満な解決が図られているとき 

３点：算式結果が「0」ではないが、すべての苦情について円満な解決が図られる見込みのあるとき 

２点：苦情について円満な解決が図られる見通しが不明なものがあるとき 

１点：意思疎通にかけ、苦情解決の糸口が見出せないものがあるとき 

 

【評価視点】該当なし。 

 

【評価視点】１－（４）－① 

特定の市民・団体に対して、条例や規則での規定事

項以外で対応したことがあるか？ 

【評価算式】 

サービスの提供に関して条例・規則以外での対応回

数 

【算定資料収集方法】 

・利用状況について○指からの報告を基にする 

・○指に対して、聴き取り調査を行う 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」、かつ、条例・規則の範囲内での新たなサービス向上が図られたとき 

４点：算式結果が「0」、かつ、条例・規則の範囲内での工夫が見受けられるとき 

３点：算式結果が「0」のとき、又は、算式結果が「0」ではないが、事前に市に対して照会・連絡を行っ

ているとき 

２点：算式結果が「0」ではなく、事後に市に対して報告・連絡を行っているとき 

１点：算式結果が「0」ではなく、市に対しても報告・連絡を怠っているとき 

 

【評価視点】該当なし。 
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【評価視点】２－（１）－① 

経費節減の取組みを実施しているか？ 

【評価算式】 

経費節減のための取組みの方策の実施÷経費節減の

ための取組みの方策 

【算式資料収集方法】 

・方策の実施は○指からの報告を基にする 

・方策は業務計画書及び○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「1」で、すべての方策において、特筆すべき取組みが見受けられたとき 

４点：算式結果が「1」で、特筆すべき取組みが見受けられたとき 

３点：算式結果が「1」のとき 

２点：算式結果が「1未満」でも、経費節減のための取組みが見受けられたとき 

１点：算式結果が「1未満」のとき 

 

【評価視点】実施している。【評価算式】６（実施数）÷６（方策数）＝１ 

①管理スタッフ（臨時職員）の適正配置    

②費用対効果を念頭においた事業展開 

③軽微な修繕及び簡単な作業は、スタッフによる作業を実施 

④消耗品等の購買物品及びリース料などのコスト削減 

⑤ランニングコスト軽減のため、照明設備をＬＥＤ機器に入れ替えるなど、省エネ対策を推進 

⑥光熱水料費節減のための省エネ活動を実施 
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【評価視点】２－（１）－② 

経費節減の効果が現れているか？ 

【評価算式】 

当該年度の経費節減のための取組みの方策を受けた

経費と前年との経費の比較 

【算式資料収集方法】 

・経費の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：経費節減のための取組みの方策を受けた経費の合計、及び、各方策の経費が、前年の経費の合計、

及び、すべての各方策の経費を下回ったとき 

４点：経費節減のための取組みの方策を受けた経費の合計が、前年の経費を下回ったとき 

３点：経費節減のための取組みの方策を受けた経費の合計が、評定初年度の経費を下回ったとき 

２点：経費節減のための取組みの方策を受けた経費の合計が、評定初年度の経費を上回ったとき 

１点：経費節減のための取組みの方策を受けた経費の合計が、特段の理由もなく、評定初年度の経費を上

回り、かつ、各方策の経費のうち、半分以上の方策の経費が、評定初年度の経費を上回ったとき 

 

【評価視点】令和２年度との比較では増額となったが、評定初年度との比較では減額となった。 

【評価算式】評定初年年より下回った。12,517,350 円減 85.4% 

 

比較した経費 
令和３年度 

(Ｈ28 年度との比較) 
平成２８年度 令和２年度 

賃金 24,196,658 円（103.5%） 23,375,681 円 21,523,923 円 

消耗品費 2,662,617 円（51.7%） 5,150,032 円 2,727,712 円 

光熱水料費 12,083,230 円（121.0%） 9,984,735 円 10,724,403 円 

修繕費 1,124,697 円（13.9%） 8,085,774 円 1,091,299 円 

委託料 33,365,180 円（84.8%） 39,353,510 円 34,457,393 円 

合計 73,432,382 円（85.4%） 85,524,730 円 70,524,730 円 

 

【評価視点】２－（１）－③ 

施設全体として、前年度より経費が縮減されている

か？ 

【評価算式】 

全ての経費と前年度の経費の比較 

【算式資料収集方法】 

・経費の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：経費の合計が前年度の経費の 95％以下のとき 

４点：経費の合計が前年度の経費の 98％以下のとき 

３点：経費の合計が前年度の経費の 98％～１00％のとき 

２点：経費の合計が前年度の経費の 100％を越え、102％までのとき 

１点：経費の合計が前年度の 102％を越えるとき 

 

【評価視点】臨時休業しなかったこと、イベント等を順次実施したことにより支出が増加した。 

【評価算式】6,583,372 円増 前年度比 107.1% 

 令和３年度 99,556,246 円（職員給料手当を除く） 令和２年度 92,972,874円（職員給料手当を除く） 
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【評価視点】２－（２）－① 

収支計画の金額以内で適切に支出されているか？ 

【評価算式】 

実際にかかった経費と事業計画書の収支計画との比

較 

【算式資料収集方法】 

・経費の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：経費の支出が収支計画の金額以内で項目に則って行われており、かつ、すべての支出項目が収支計

画の合計金額以内で項目に則って行われているとき 

４点：経費の支出が収支計画の合計金額以内で項目に則って行われており、かつ、事業費が収支計画の合

計金額以内で項目に則って行われているとき 

３点：経費の支出が収支計画の合計金額以内で項目に則って行われているとき 

２点：経費の支出が収支計画の金額を越え、又は、項目に則らず行われているとき（流用含む） 

１点：経費の支出が収支計画の金額を越え、又は、項目に則らず行われているとき（流用含まない） 

 

【評価視点】適切に支出している。 

【評価算式】9,737,353 円減 92.4% 

決算額 117,609,647 円  予算額 127,347,000 円 
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【評価視点】３－（１）－① 

施設の利用人数は？ 

【評価算式】 

当該年度の利用人数と前年の利用人数の比較 

【算式資料収集方法】 

・利用人数は○指からの報告を基にする 

＊参考資料として、他市の類似施設の利用人数の把握を行う 

【点数化】 

５点：当該年度の利用人数が、前年の利用人数の 110％を超えるとき 

４点：当該年度の利用人数が、前年の利用人数の 105％を超えるとき 

３点：当該年度の利用人数が、前年の利用人数の 100％を超えるとき 

２点：当該年度の利用人数が、前年の利用人数の 100％を下回るとき 

１点：当該年度の利用人数が、前年の利用人数の 90％を下回るとき 

 

【評価視点】古代蓮会館入館者 100,732 人  

【評価算式】57,772 人増 234.5% 

令和２年度 42,960 人 

 

【評価視点】３－（１）－② 

施設の稼働率は？ 

【評価算式】 

当該年度の稼動率と前年の稼動率の比較 

【算式資料収集方法】 

・稼動率は○指からの報告を基にする 

＊参考資料として、他市の類似施設の稼動率の把握を行う 

【点数化】 

５点：当該年度の稼動率が、前年の稼動率の 110％を超えるとき 

４点：当該年度の稼動率が、前年の稼動率の 105％を超えるとき 

３点：当該年度の稼動率が、前年の稼動率の 100％を超えるとき 

２点：当該年度の稼動率が、前年の稼動率の 100％を下回るとき 

１点：当該年度の稼動率が、前年の稼動率の 90％を下回るとき 

 

【評価視点】令和３年度 86.8％（317 日／365 日） 

【評価算式】令和２年度 74.8％（273 日／365 日） 

 前年の稼働率との比較 86.8％／74.8％＝116.0％ 

  ※令和２年度休館日 92日間の内 54日間は、コロナウイルス感染拡大防止対策及び緊急事態

宣言発令に伴う休館 
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【評価視点】３－（１）－③ 

利用の許可、停止、許可の取消し等を条例や仕様書

等に基づき行っているか？ 

【評価算式】 

管理に関して条例・仕様書等以外での対応回数 

【算定資料収集方法】 

・管理状況について○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

・○指に対して、聴き取り調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」、かつ、条例・仕様書等の範囲内での新たなサービス向上が図られたとき 

４点：算式結果が「0」、かつ、条例・仕様書等の範囲内での工夫が見受けられるとき 

３点：算式結果が「0」のとき、又は、算式結果が「0」ではないが、事前に市に対して照会・連絡を行っ

ているとき 

２点：算式結果が「0」ではなく、事後に市に対して報告・連絡を行っているとき 

１点：算式結果が「0」ではなく、市に対しても報告・連絡を怠っているとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】 条例・仕様書等以外での対応回数 0回 

 

 

【評価視点】３－（１）－④ 

利用の許可を拒み、取消し、停止させた者について、

その記録を作成し、速やかに報告したか？ 

【評価算式】 

利用を拒否等したもののうち、記録の作成・報告し

なかった回数 

【算定資料収集方法】 

・利用拒否等及び記録の作成については○指からの報告を基にする 

・報告については、実際に受けた報告の回数を基にする 

【点数化】利用の拒否等があった場合が前提となる 

５点：算式結果が「0」であり、記録の作成が詳細になされ、速やかに報告され、かつ、特筆すべき事項が

あるとき 

４点：算式結果が「0」であり、記録の作成が詳細になされ、速やかに報告されているとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：記録の作成がされておらず、算式にあてはめることもできないとき 

 

【評価視点】該当なし。 
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【評価視点】３－（１）－⑤ 

利用申請書どおりに利用していることについて確認

を行っているか？ 

【評価算式】 

利用者が利用している間中、管理者職員（委託され

た者を含む）が常駐していない回数 

【算定資料収集方法】 

・管理内容について○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：（無料施設を含み）算式結果が「0」であり、かつ、特筆すべき事項があるとき 

４点：（無料施設を含み）算式結果が「0」のとき 

３点：（無料施設を除き）算式結果が「0」のとき 

２点：（無料施設を除き）算式結果が「1以上 3以下」のとき 

１点：（無料施設を除き）算式結果が「4以上」のとき 

 

【評価視点】行っている。 

 

【評価視点】３－（１）－⑥ 

利用促進を図っているか？ 

（パンフレット、ホームページ等による利用促進） 

【評価算式】 

利用促進の状況 

【算定資料収集方法】 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：利用促進を図っており、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：利用促進を図っており、特筆すべき事項があるとき 

３点：利用促進を図っているとき 

２点：あまり利用促進を図っていないとき 

１点： 全く利用促進を図っていないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】 

・ホームページ、ツイッター、インスタグラムによるPR 

・開花期及びイルミネーション案内チラシ及びポスター作成 

・新聞折込み（イルミネーション） 

・他施設との PR連携 

・イベント案内チラシ及びポスター作成 

・各種入館料割引措置 
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【評価視点】３－（２）－① 

利用者に対し適切に利用料金を収受しているか？ 

【評価算式】 

利用料金を過大・過少に徴収している回数 

【算定資料収集方法】 

・利用者数と利用料金について○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき（減免方法等も適切な事務手順の基づき決定していること） 

２点：算式結果が「0」であるが、納入時期・方法・減免方法等が条例・規則等との乖離が見られるとき 

１点：算式結果が「0」でないとき 

 

【評価視点】適切に利用料金を収受している。 

 

【評価視点】３－（２）－② 

収支計画どおりに利用料金収入があるか？ 

【評価算式】 

利用料金収入と事業計画書の収支計画との比較 

【算式資料収集方法】 

・利用料金の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：「4点」の事項を満たし、施設利用料金収入と事業収入の合計金額が、前年度の 105％以上のとき 

４点：施設利用料金収入及び事業収入の合計額が収支計画の当該項目の合計金額以上の収入があり、かつ、

それぞれの項目についても収支計画の金額以上の収入があるとき 

３点：施設利用料金収入及び事業収入の合計額が収支計画の当該項目の合計金額以上の収入があるとき 

２点：施設利用料金収入及び事業収入の合計額が収支計画の当該項目の合計金額に満たないとき 

１点：施設利用料金収入及び事業収入のそれぞれの金額が収支計画のそれぞれの項目の金額に満たないと

き 

 

【評価視点】施設利用料金、事業収入とも収支計画を上回っている。  

【評価算式】 

利用料金収入  令和３年度収支計画 37,500,000 円   令和３年度実績 40,747,025 円 

事業収入    令和３年度収支計画 22,335,000 円   令和３年度実績  24,299,978 円 

合計      令和３年度収支計画 59,835,000 円   令和３年度実績  65,047,003 円 

令和２年度実績  36,688,753 円（施設利用料金＋事業収入合計） 前年比 177.3% 
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【評価視点】３－（２）－③ 

利用申請時間外の利用について、適切に利用料金を

収受しているか？ 

【評価算式】 

申請時間外（超過時間）の利用について、適切に利

用料金の収受を行っていない回数 

【算式資料収集方法】 

・申請時間外の利用及び適切な利用料金の収受については○指からの報告を基にする 

・申請時間外の利用については実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】適切に行っている。 

 

【評価視点】３－（３）－① 

休館日及び利用時間、利用料金（減免制度含む）を、

見やすい場所に掲示、又は、備付け等しているか？ 

【評価算式】 

掲示、又は、備付け等していない事項 

【算定資料収集方法】 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：「４点」の結果を満たし、かつ、周知の仕方について、特筆すべき事項があるとき 

４点：全ての事項について、掲示、及び、備付けしているとき 

３点：全ての事項について、掲示、又は、備付けしているとき 

２点：一部の事項について、掲示、又は、備付けしているとき 

１点：掲示、又は、備付けがないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】 

・休館日及び利用時間の案内表示については、会館、売店、うどん店などに掲示しているほか、ＨＰへ掲

載し周知している。また、休館日当日の対応としてのぼり旗を施設周辺及び駐車場入口へ掲出している。 

・利用料金については、会館エントランス、受付などに掲示しているほか、配布用リーフレットやＨＰへ

掲載し周知している。 
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【評価視点】３－（３）－② 

受動喫煙を防止する措置を講じているか？ 

【評価算式】 

受動喫煙防止措置を講じているが、防止の効果が現

れていない状況 

【算式資料収集方法】 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：受動喫煙の防止措置を行った結果、喫煙者以外の利用者等に受動喫煙の恐れが一切なく、特に、特

筆すべき事項があるとき 

４点：受動喫煙の防止措置を行った結果、喫煙者以外の利用者等に受動喫煙の恐れが一切なく、特筆すべ

き事項があるとき 

３点：受動喫煙の防止措置を行った結果、喫煙者以外の利用者等に受動喫煙の恐れが一切ないとき 

２点：受動喫煙の防止措置を行ったが、喫煙者以外の利用者等に受動喫煙の恐れが生じるとき 

１点：受動喫煙の防止を講じていないとき、又は、「2点」の状況について改善が見受けられないとき 

 

【評価視点】講じている。 

【評価算式】喫煙者以外の利用者に受動喫煙の恐れはなし。 

・売店及びうどん店は埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度の認定を受けている。 

・令和２年８月１日から、古代蓮の里敷地内全面禁煙となった。 

・定期的に園内放送で園内は全面禁煙である旨周知している。 

 

【評価視点】３－（３）－③ 

施設及び設備について定期的に保守点検を行い、そ

の記録を作成しているか？ 

【評価算式】 

①記録未作成回数 

②保守点検不備による事故発生件数 

【算式資料収集方法】 

・記録表等については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：定期的に保守点検を行っているとき、かつ、算式①・②結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項

があるとき 

４点：定期的に保守点検を行っているとき、かつ、算式①・②結果が「0」であり、特筆すべき事項がある

とき 

３点：定期的に保守点検を行っているとき、かつ、算式①・②結果が「0」のとき 

２点：定期的に保守点検を行っているが、算式①結果が「0」でなく、②結果が「0」のとき 

１点：定期的に保守点検を行っていないとき、かつ、算式①・②結果が「0」でないとき 

 

【評価視点】作成している。 

【評価算式】①記録未作成回数 0回 ②保守点検不備による事故発生件数 0件 

・業者による保守点検を法令に基づき実施し、報告書を年度ごとに保管している。 

・スタッフによる園内巡回点検は、適時行い、点検簿に状況及び対処内容を記入している。 
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【評価視点】３－（３）－④ 

施設、設備、物品の維持管理を適切に行い、必要な

修繕を速やかに行っているか？ 

【評価算式】 

修繕不備による事故発生件数 

【算定資料収集方法】 

・事故発生件数については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」であるが、実地調査により必要な修繕が実施されていないとき 

１点：算式結果が「0」でないとき 

 

【評価視点】行っている。  

 

【評価視点】３－（３）－⑤ 

施設、設備、物品を滅失し、又は施設、設備、又は

物品の重要な箇所を毀損したときは速やかに報告し

ているか？ 

【評価算式】 

速やかな報告を実施していない回数 

【算定資料収集方法】 

・報告については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないが、実地調査により滅失等への対応が施されていると確認できるとき 

１点：算式結果が「0」でなく、かつ、実地調査により滅失等への対応が施されていないと確認できるとき 

 

【評価視点】該当なし。 



 

 

評価基準・根拠（古代蓮の里） 

 18 

 

【評価視点】３－（３）－⑥ 

建物の改築、構築物の新設等、機械装置の新設等の

現状変更をしようとするときは、予め協議し、承認

を受けているか？ 

【評価算式】 

予め協議し、又は、承認を受けていない回数 

【算定資料収集方法】 

・承認については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないが、必要不可欠な変更と見受けられるとき 

１点：算式結果が「0」でなく、不必要な変更と見受けられるとき 

 

【評価視点】該当なし。 

 

【評価視点】３－（３）－⑦ 

管理施設の修繕・改築において、１件につき見積額

５０万円（消費税及び地方消費税を含む）未満のも

のについては指定管理者の費用と責任において実施

したか？ 

【評価算式】 

費用及び責任における未実施回数 

【算定資料収集方法】 

・実施については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないが、必要不可欠な実施と見受けられるとき 

１点：算式結果が「0」でなく、不必要な実施と見受けられるとき 

【評価視点】実施した。 

①古代蓮会館 

・通用口ドアクローザー交換 27,192 円 

・煙感知器交換 244,200 円 

②古代蓮の里売店 

 ・汚水中継ポンプ槽蓋交換 82,500 円 

 ・空調機温度センサー交換 45,100 円 

③古代蓮の里園内 

・園内放送用屋外スピーカー交換 473,000 円 

・遊具広場水飲み場緊急修繕 44,000 円 ほか 
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【評価視点】３－（３）－⑧ 

指定管理者は、故意又は過失により備品等（Ⅰ種）

を毀損滅失した時は、市と協議し、必要に応じて市

に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の

機能及び価値を有するものを購入又は調達したか？ 

【評価算式】 

弁償又は購入、あるいは調達していない回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0を越え 2以内」のとき 

１点：算式結果が「3以上」のとき 

 

【評価視点】該当なし。 

 

【評価視点】３－（３）－⑨ 

管理にあたっての準備行為や清算行為等の引継ぎを

適切に行っているか？ 

【評価算式】 

①不適切な準備行為回数 

②不適切な清算行為回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

・聴き取り調査を行う 

【点数化】 

５点：算式①・②結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式①・②結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式①・②結果が「0」のとき 

２点：算式①・②結果が「0」でないが、円滑なサービス提供ができ、かつ、利用者等に影響を与えないと

見受けられるとき 

１点：算式①・②結果が「0」でなく、円滑なサービス提供ができず、又は、利用者等に影響を与えたと見

受けられるとき 

 

【評価視点】該当なし。 
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【評価視点】３－（４）－① 

臨時に管理施設の休館日を定める場合、承認を受け

たか？ 

【評価算式】 

承認を受けない回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】全て承認を受けた。 

 

【評価視点】３－（４）－② 

施設等の利用時間を変更する場合、承認を受けた

か？ 

【評価算式】 

承認を受けない回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】全て承認を受けた。 

 

【評価視点】３－（４）－③ 

施設等を引き続いて利用することができる期間を変

更する場合、承認を受けたか？ 

【評価算式】 

承認を受けない回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】該当なし。 



 

 

評価基準・根拠（古代蓮の里） 

 21 

 

【評価視点】３－（５）－① 

指定管理業務に係る会計処理を、他の事業と区分し

て経理しているか？ 

【評価算式】 

経理していない状況 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないが、市からの指導により速やかに適正な処理を行ったとき 

１点：算式結果が「0」でなく、市が指導しても、適正な処理が不可能なとき 

 

【評価視点】適正に行っている。 

 

【評価視点】３－（５）－② 

指定管理業務に係る会計書類を、各会計年度の終了

後、５年間保存しているか？ 

【評価算式】 

会計書類の紛失・不明枚数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないが、その他の書類等により紛失・不明書類の内容が推測可能なとき 

１点：算式結果が「0」でなく、その他の書類等からでも紛失・不明書類の内容が推測不可能なとき 

 

【評価視点】保存している。 

 

【評価視点】３－（６）－① 

指定管理業務を通じて取得した個人情報を、行田市

個人情報保護条例等及び個人情報取扱特記事項、財

団個人情報保護規程に基づき適正に取り扱っている

か？ 

【評価算式】 

不適正な取扱い回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

【評価視点】適正に取り扱っている。 
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【評価視点】３－（６）－② 

指定管理者が、行田市情報公開条例等及び財団情報

公開規程を遵守し、情報の公開及び提供について積

極的に努めているか？ 

【評価算式】 

不適正な取扱い回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】情報開示請求はなかったが、あった場合は財団の情報公開規定に基づき実施する。 

 

【評価視点】３－（６）－③ 

関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に運営

を行っているか（前記以外のもの）？ 

【評価算式】 

不適正な取扱い回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】行っている。 

 

【評価視点】３－（６）－④ 

管理運営に必要となる資格をもつ人員が配置されて

いるか？ 

【評価算式】 

配置されるべき有資格者が配置されていない数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】売店、うどん店事業に必要な食品衛生責任有資格者（２名）を配置している。 
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【評価視点】３－（６）－⑤ 

職員の研修を研修計画にしたがって行っているか？ 

【評価算式】 

研修実施数－職員の研修計画数 

【算式資料収集方法】 

・研修実施数は○指からの報告を基にする 

・研修計画は業務計画書を基にする 

＊研修計画はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の研修については、

前年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：「3点」の結果を満たし、かつ、研修成果の度合いが 2事業以上、特筆すべきものがあるとき 

４点：「3点」の結果を満たし、かつ、研修成果の度合いが１事業でも特筆すべきものがあるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「△１、又は、△2」のとき 

１点：「2点」の結果に満たないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】７（研修実施数）－６（職員の研修計画数）＝１ 

●予定通り実施したもの 

①古代蓮の里事業部スタッフ研修  

②AED 操作を含む心肺蘇生研修  

③エレベーター緊急時対応訓練    

④遊具の日常点検講習  

⑤埼玉県食品衛生責任者講習  

⑥労働安全衛生特別教育等修了刈払機取扱者教育 

 

●予定していなかったが実施したもの（リモートによる受講） 

⑦働く人の健康づくり推進研修会  

 

【評価視点】３－（６）－⑥ 

管理内容や管理方法が申請書記載どおりに行ってい

るか？ 

【評価算式】 

不適正な取扱い回数 

【算式資料収集方法】 

・把握については事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】行っている。 
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【評価視点】３－（６）－⑦ 

利用者のトラブルの未然防止策を検討し、対処方法

が適切に行われているか？ 

【評価算式】 

トラブルの対処方法数－事業計画書の未然防止策の

検討数 

【算定資料収集方法】 

・未然防止策の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】４（トラブルの対処方法数）－４（事業計画書の未然防止策の検討数）＝０ 

①常時施設内を監視し事故防止に努めている。 

②受動喫煙対策を実施している。 

③開花期において駐車場内監視を強化し盗難及び人身事故の防止に努めている。 

④全職員が問い合わせに対する返答内容やお客様へ提供する情報の統一化を図っている。 

 

【評価視点】３－（６）－⑧ 

事故・火災への対策を講じているか？ 

【評価算式】 

事故、火災への対策数－事業計画書の事故、火災へ

の対策数 

【算定資料収集方法】 

・対策数の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

＊対策数はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の対策については、前

年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

【評価視点】講じている。 

【評価算式】７（事故、火災への対策数）－７（事業計画書の事故、火災への対策数）＝０ 

①火災報知器等消防設備の設置及び保守点検の実施 

②消防計画の策定 

③総合食品賠償責任共済への加入 

④地震及び停電時における対応マニュアルの策定 

⑤非常時（地震・火災）のフローチャートを作成 

⑥スタッフ緊急連絡網の作成 

⑦救急車を要請した際は、速やかに報告 
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【評価視点】３－（６）－⑨ 

防犯対策を講じているか？ 

【評価算式】 

防犯対策数－事業計画書の防犯対策数 

【算定資料収集方法】 

・対策数の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

＊対策数はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の対策については、前

年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】講じている。 

【評価算式】８（防犯対策数）－７（事業計画書の防犯対策数）＝１ 

計画（①～⑦） 実施（①～⑧） 

①施設内巡回による監視の徹底 

②盗難事故防止を園内放送にて呼びかけ 

③施設間内線電話及び非常ブザーの設置 

④園内巡回による監視 

⑤夜間における機械警備の導入 

⑥金銭取り扱い箇所に防犯スプレー・カラーボールを設置 

⑦地元警察に対し巡回パトロールの協力依頼 

⑧防犯カメラを設置（売店東側、西側） 
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【評価視点】３－（６）－⑩ 

衛生対策を講じているか？ 

【評価算式】 

衛生対策数－事業計画書の衛生対策数 

【算定資料収集方法】 

・対策数の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

＊対策数はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の対策については、前

年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】講じている。 

【評価算式】１２（衛生対策数）－９（事業計画書の衛生対策数）＝３ 

計画（①～⑨） 実施（①～⑫） 

①日常清掃及び定期清掃の実施 

②売店及び食堂の定期的な保菌検査の実施 

③食品衛生法に基づく管理者講習会の受講 

④トイレ及び手洗い場の点検 

⑤新型コロナウイルス感染防止対策 古代蓮の里売店の３密対策（入口出口の区別化） 

⑥トイレに便座除菌用アルコールを設置    

⑦各施設出入口にアルコール除菌剤の設置 

⑧インフルエンザ予防対策の注意喚起    

⑨研修室及び休憩所等のテーブルやイスの清掃 

⑩新型コロナウイルス感染防止対策 古代蓮会館人数制限の実施 

⑪新型コロナウイルス感染防止対策 古代蓮会館の換気対策 

⑫新型コロナウイルス感染防止対策 古代蓮会館の消毒対策 

 

【評価視点】３－（６）－⑪ 

事前に市の承諾を受けずに、本業務の一部を第三者

に委託し、又は請け負わせているか？ 

【評価算式】 

承認を受けない回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】承認を受け、委託している。 
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【評価視点】４－（１）－① 

施設又は施設利用者に災害が生じたとき、あるいは、

本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が

発生した場合、速やかに必要な措置を講じるととも

に、市を含む関係者に対して緊急事態の発生の旨を

通報・連絡したか？ 

【評価算式】 

通報・連絡しなかった回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】適切に行った。 

 

【評価視点】４－（１）－② 

事故等が発生した場合、市と協力して事故等の原因

調査にあたったか？ 

【評価算式】 

事故等の原因調査に協力しなかった回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】該当なし。 
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【評価視点】４－（１）－③ 

不可抗力が発生した場合、不可抗力の影響を早期に

除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により

発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよ

う努めたか？ 

【評価算式】 

早急に対応措置をとらなかった回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】不可抗力（新型コロナウイルス感染症）の拡大防止に伴う、売店、うどん店の損失を最小限 

      に止めるため、対応措置をとった。 

 

【評価視点】４－（２）－① 

自動販売機及び公衆電話等の設置など、目的外使用

にあたっては、予め市と協議するとともに、承認を

得たか？ 

【評価算式】 

予め協議し、及び、承認を得なかった回数 

【算定資料収集方法】 

・把握については○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「1」のとき 

１点：算式結果が「2以上」のとき 

 

【評価視点】承認が必要な事案なし。 
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【評価視点】４－（３）－① 

緊急時等の対策を実施しているか？ 

【評価算式】 

緊急時対策数－事業計画書の緊急時対策数 

【算定資料収集方法】 

・対策数の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

・実地調査を行う 

＊対策数はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の対策については、前

年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】実施している。 

【評価算式】５（緊急時対策数）－４（事業計画書の緊急時対策数）＝１ 

計画（①～④） 実施（①～⑤） 

①地元警察に対し巡回パトロールの協力を依頼している。 

②地震及び停電時の対応についてマニュアル化している。 

③スタッフ緊急連絡網を作成している。 

④熱中症予防やインフルエンザ注意喚起などの掲示物を掲示し、注意を促している。 

⑤古代蓮会館入館者へ「連絡カード」を記入させ、感染症追跡調査に対応できる体制を確立した。 
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【評価視点】４－（４）－① 

自己評価制度を実施し、改善につなげているか？ 

【評価算式】 

自己評価制度実施数－事業計画書の自己評価制度実

施数 

【算定資料収集方法】 

・実施数の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

＊実施数はできる限る数値化させる。また、考え方の一つとして、前年と同じ目的の実施については、前

年の実績値を基準とすることもある 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】 

【評価算式】５（自己評価制度実施数）－５（事業計画書の自己評価制度実施数）＝０ 

①毎月、利用状況報告を活用し、前年度対比及び自己評価を行っている。 

②毎年度終了後、指定管理業務に係る確認事項について自己評価を行っている。 

③毎月、財団内の連絡調整会議を行い、指定管理施設の運営状況や自主事業の実施状況等を専務理事及

び事務局長へ報告し、評価を行っている。 

④施設利用者へアンケート調査を実施し、施設、設備、接客等の管理運営に対し客観的な評価をいただ

き、自己評価・分析を行っている。 

⑤事業ごとに具体的な目標を定め、年度終了時には実績を踏まえたうえで課題及び問題点について検証

を行っている。 
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【評価視点】５－（１）－① 

指定管理者の経営状況は良好か？ 

【評価算式】 

経営状況の不安要素数 

【算定資料収集方法】 

・要素数数の確認は収支（損益）計算書、貸借対照表、財産目録等を基にする 

【点数化】 

５点：算式結果が「0」であり、特に、特筆すべき事項があるとき 

４点：算式結果が「0」であり、特筆すべき事項があるとき 

３点：算式結果が「0」のとき 

２点：算式結果が「0」でないとき 

１点：把握をしていないとき 

 

【評価視点】経営状況は概ね良好である。 

 

【評価視点】５－（２）－① 

本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必

要な研修等を行っているか？ 

【評価算式】 

人材確保及び必要な研修等の実施と事業計画書の人

材確保及び必要な研修等との比較 

【算定資料収集方法】 

・人材の確保と研修等の実施の確認は事業計画書と○指からの報告を基にする 

【点数化】 

５点：収支計画書の予算の範囲内で、管理運営に支障がない体制が確保され、かつ、職員研修が計画どお

りに遂行され、特筆すべき事項があると見受けられるとき 

４点：収支計画書の予算の範囲内で、管理運営に支障がない体制が確保され、かつ、職員研修が計画どお

りに遂行されているとき 

３点：計画どおりの管理執行体制が確保され、かつ、職員研修が計画どおりに遂行されているとき 

２点：収支計画書の予算の範囲を越え、計画どおりの管理執行体制が確保され、又は、職員研修が計画ど

おりに遂行されていないとき 

１点：管理執行体制の不備により、管理運営に支障が見られ、又は、職員研修が計画どおりに遂行されて

いないとき 

 

【評価視点】行っている。 

【評価算式】人材確保の比較 ８（実施）－８（計画）＝０ 

研修の比較   ７（実施）－６（計画）＝１ 

〈人材の確保〉計画（①～⑧） 実施（①～⑧） 

①事務局スタッフ：6名（財団臨時職員 1名含む） 

  土日祝日は交代勤務 3 名体制（開花期は 3～5名体制） 

②古代蓮会館案内：臨時職員 5名 

ローテーション勤務（1名～5 名体制）   開花期は短期臨時職員を雇用 

③売店事業スタッフ：臨時職員 5名 

ローテーション勤務（2名～4 名体制）   開花期は短期臨時職員を雇用 

 その他、売店の開閉店作業（シルバー人材センターに委託） 

④うどん店スタッフ：臨時職員 3名 

  その他、厨房及び接客スタッフ（地元団体に委託） 

⑤開花期臨時観光案内所スタッフ：臨時職員 1名 
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⑥園内作業員：臨時職員 8名 

その他、除草等の園内管理作業（シルバー人材センターに委託） 

⑦清掃スタッフ（業者に委託） 

⑧開花期における駐車場管理スタッフ（業者に委託） 

 

〈研修〉計画（①～⑥） 実施（①～⑦） 

①古代蓮の里事業部スタッフ研修 

②AED 操作を含む心肺蘇生研修 

③エレベーター緊急時対応訓練 

④遊具の日常点検講習 

⑤埼玉県食品衛生責任者講習 

⑥労働安全衛生特別教育等修了刈払機取扱者教育 

⑦働く人の健康づくり推進研修会（リモートによる受講） 


